
No 34-01

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 公共下水道事業受益者負担金・分担金賦課徴収システム

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

受益者負担金・分担金の賦課徴収のため

記録される項目 氏名、住所、公的扶助の需給の有無、口座情報

記録される個人の範囲 受益者負担金・分担金賦課対象者

記録される個人情報の収
集方法

住民基本台帳、口座振替届出書、受益者申告書、徴収猶予申請書、減免申
請書、ほか各種申請書等から収集

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別



No 34-02

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（新発田市水道局　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 公共下水道使用料徴収システム

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

公共下水道使用料の賦課徴収のため

記録される項目
氏名、住所、生年月日、死亡、家族構成、公的扶助の需給の有無、口座情
報

記録される個人の範囲 下水道に接続している者

記録される個人情報の収
集方法

住民基本台帳、公共下水道使用料開始等届、口座振替届出書

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別



No 34-03

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 排水設備台帳管理システム

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

下水道排水設備の情報収集及び管理のため

記録される項目 氏名、住所

記録される個人の範囲 排水設備等計画確認申請者

記録される個人情報の収
集方法

排水設備等計画確認申請書から収集

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別



No 34-04

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 下水道排水設備等指定工事店綴り

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

指定工事店の登録・更新・変更内容の確認及び管理のため

記録される項目
氏名・性別・生年月日・住所・成年被後見人、被保佐人等・会社名・
地位・資格

記録される個人の範囲 代表者及び専属する排水設備等工事責任技術者

記録される個人情報の収
集方法

下水道排水設備等指定工事店指定申請書、指定工事店異動届から収集

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別



No 34-05

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（公益財団法人新潟県下水道公社　　　　　 　　　）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 下水道排水設備工事責任技術者登録認定綴り

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

下水道排水設備等責任技術者の情報収集及び管理のため

記録される項目
氏名・性別・生年月日・住所・学校名・入学 卒業年度・会社名・職種・
資格・個人写真

記録される個人の範囲 下水道排水設備等責任技術者及び新規受験希望者

記録される個人情報の収
集方法

認定試験・更新講習等各申請書、新潟県下水道公社より責任技術者名簿の
提供により収集

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別



No 34-06

含まない

含む

なし

あり⇒提供先（新潟県新発田地域振興局健康福祉環境部環境センター）

なし

あり⇒根拠法令（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第1号）

マニュアル処理に係る個人情報ファイル（法第60条第2項第2号）

新発田市個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 新発田市浄化槽マスター一覧表

機関の名称 新発田市長

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

新発田市下水道課

個人情報ファイルの利用
目的

浄化槽設置・使用等に関する各種届出をする者の事務を行うため

記録される項目 氏名、住所、電話番号

記録される個人の範囲 浄化槽設置・使用等に関する各種届出者

記録される個人情報の収
集方法

本人から直接

（名　称）新発田市下水道課

（所在地）新発田市下内竹747番地

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関す
る他の法令（法律又はこ
れに基づく命令）の規定
による特別の手続

個人情報ファイルの種別


